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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和2年4月23日(2020.4.23)

【公表番号】特表2019-512507(P2019-512507A)
【公表日】令和1年5月16日(2019.5.16)
【年通号数】公開・登録公報2019-018
【出願番号】特願2018-549168(P2018-549168)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  31/07     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/28     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  45/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/216    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/192    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/195    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/194    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/203    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   31/07     　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １２１　
   Ａ６１Ｐ   25/28     　　　　
   Ａ６１Ｋ   45/00     　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/216    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/192    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/195    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/194    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/203    　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １０７　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １１１　

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月9日(2020.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象の脳内のアミロイドβタンパク質集合体を低減するための組成物であって、ビタミ
ンＡ又はその誘導体と増殖因子活性化受容体α（「ＰＰＡＲα」）のアゴニストの組合せ
を含み、そのような治療を必要とする対象に治療効果量の前記組合せを投与するためのも
のである、組成物。
【請求項２】
　治療効果量がアストロサイトによるアミロイドβタンパク質の取り込みを刺激する量で
ある、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　治療効果量が、アストロサイトによるアミロイドβタンパク質の分解を刺激する量であ
る、請求項１に記載の組成物。
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【請求項４】
　前記アゴニストが、両親媒性カルボン酸である、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　前記アゴニストが、クロフィブラート、ゲムフィブロジル、シプロフィブラート、ベザ
フィブラート、クリノフィブラート及びフェノフィブラートから成る群より選択される、
請求項４に記載の組成物。
【請求項６】
　前記アゴニストが、ゲムフィブロジルである、請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
　前記組成物がレチノイン酸を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　前記組成物が少なくとも１つの薬学的に許容される担体を更に含む、請求項１に記載の
組成物。
【請求項９】
　前記組成物が経口投与されるための組成物である、請求項１に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記組成物が、皮下、関節内、皮内、静脈内、腹腔内及び筋肉内経路から成る群より選
択される経路によって投与されるための組成物である、請求項１に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記組成物が、直接対象の中枢神経系に投与されるための組成物である、請求項１に記
載の組成物。
【請求項１２】
　前記対象が、アルツハイマー病の症状を示す対象である、請求項１に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記対象がヒト対象である、請求項１に記載の組成物。
【請求項１４】
　対象の脳内のアミロイドβタンパク質集合体を低減するための組成物であって、増殖因
子活性化受容体α（「ＰＰＡＲα」）のアゴニストを含み、治療効果量の前記アゴニスト
を対象に投与するためのものである、組成物。
【請求項１５】
　ＰＰＡＲαのアゴニストを投与するための組成物であって、前記アゴニストが両親媒性
カルボン酸である、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１６】
　前記アゴニストが、クロフィブラート、ゲムフィブロジル、シプロフィブラート、ベザ
フィブラート、クリノフィブラート及びフェノフィブラートから成る群より選択される、
請求項１５に記載の組成物。
【請求項１７】
　前記アゴニストが、ゲムフィブロジルである、請求項１６に記載の組成物。
【請求項１８】
　前記組成物が、ビタミンＡ又はその誘導体を更に含む、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１９】
　前記組成物がレチノイン酸を更に含む、請求項１４に記載の組成物。
【請求項２０】
　前記組成物が少なくとも１つの薬学的に許容される担体を更に含む、請求項１９に記載
の組成物。
【請求項２１】
　前記対象がヒト対象である、請求項１４に記載の組成物。
【請求項２２】
　ビタミンＡ又はその誘導体、増殖因子活性化受容体α（「ＰＰＡＲα」）のアゴニスト
及び少なくとも１つの薬学的に許容される担体を含む、組成物。
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【請求項２３】
　前記増殖因子活性化受容体α（「ＰＰＡＲα」）のアゴニストがゲムフィブロジルであ
り、ビタミンＡ誘導体がレチノイン酸である、請求項２２に記載の組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　　本発明はその特定の例示的な実施形態を参照して説明及び例証されているが、該発明
がそれら例示的な実施形態に限られることを意図するものではない。下記特許請求の範囲
に規定されている本発明の真の範囲及び趣旨から逸脱することなく、変形や修正を施すこ
とは可能であることを当業者であれば認識するであろう。したがって、本発明のすべての
そのような変形及び修正は、添付された特許請求の範囲及びそれと均等な範囲内に含まれ
ることを意図している。
　　本発明のまた別の態様は、以下のとおりであってもよい。
〔１〕対象の脳内のアミロイドβタンパク質集合体を低減するための方法であって、その
ような治療を必要とする対象に治療効果量のビタミンＡ又はその誘導体と増殖因子活性化
受容体α（「ＰＰＡＲα」）のアゴニストの組合せを含む組成物を投与するステップを含
む、前記方法。
〔２〕治療効果量がアストロサイトによるアミロイドβタンパク質の取り込みを刺激する
量である、前記〔１〕に記載の方法。
〔３〕治療効果量が、アストロサイトによるアミロイドβタンパク質の分解を刺激する量
である、前記〔１〕に記載の方法。
〔４〕前記アゴニストが、両親媒性カルボン酸である、前記〔１〕に記載の方法。
〔５〕前記アゴニストが、クロフィブラート、ゲムフィブロジル、シプロフィブラート、
ベザフィブラート、クリノフィブラート及びフェノフィブラートから成る群より選択され
る、前記〔４〕に記載の方法。
〔６〕前記アゴニストが、ゲムフィブロジルである、前記〔５〕に記載の方法。
〔７〕前記組成物がレチノイン酸を含む、前記〔１〕に記載の方法。
〔８〕前記組成物が少なくとも１つの薬学的に許容される担体を更に含む、前記〔１〕に
記載の方法。
〔９〕前記組成物が経口投与される、前記〔１〕に記載の方法。
〔１０〕前記組成物が、皮下、関節内、皮内、静脈内、腹腔内及び筋肉内経路から成る群
より選択される経路によって投与される、前記〔１〕に記載の方法。
〔１１〕前記組成物が、直接対象の中枢神経系に投与される、前記〔１〕に記載の方法。
〔１２〕前記対象が、アルツハイマー病の症状を示す対象である、前記〔１〕に記載の方
法。
〔１３〕前記対象がヒト対象である、前記〔１〕に記載の方法。
〔１４〕対象の脳内のアミロイドβタンパク質集合体を低減するための方法であって、治
療効果量の増殖因子活性化受容体α（「ＰＰＡＲα」）のアゴニストを含む組成物を対象
に投与するステップを含む、前記方法。
〔１５〕ＰＰＡＲαのアゴニストを投与することを含み、前記アゴニストが両親媒性カル
ボン酸である、前記〔１４〕に記載の方法。
〔１６〕前記アゴニストが、クロフィブラート、ゲムフィブロジル、シプロフィブラート
、ベザフィブラート、クリノフィブラート及びフェノフィブラートから成る群より選択さ
れる、前記〔１５〕に記載の方法。
〔１７〕前記アゴニストが、ゲムフィブロジルである、前記〔１６〕に記載の方法。
〔１８〕前記組成物が、ビタミンＡ又はその誘導体を更に含む、前記〔１４〕に記載の方
法。
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〔１９〕前記組成物がレチノイン酸を更に含む、前記〔１４〕に記載の方法。
〔２０〕前記組成物が少なくとも１つの薬学的に許容される担体を更に含む、前記〔１９
〕に記載の方法。
〔２１〕前記対象がヒト対象である、前記〔１４〕に記載の方法。
〔２２〕ビタミンＡ又はその誘導体、増殖因子活性化受容体α（「ＰＰＡＲα」）のアゴ
ニスト及び少なくとも１つの薬学的に許容される担体を含む、組成物。
〔２３〕前記増殖因子活性化受容体α（「ＰＰＡＲα」）のアゴニストがゲムフィブロジ
ルであり、ビタミンＡ誘導体がレチノイン酸である、前記〔２２〕に記載の組成物。
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